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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

生
活
保
護
法
等
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
変
更
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

土
地
改
良
区
定
款
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

○ 

道
路
区
域
の
変
更
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

道
路
の
供
用
開
始
（
四
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

車
両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
指
定
及
び
同
令
第
十
条
第
一
項 

 
 

 

 
 

の
規
定
に
よ
る
車
両
の
通
行
方
法 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

○ 

都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

都
市
公
園
区
域
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
係
る
同
条
第
六
項
の
計
画
に
関
す 

 
 

 

 
 

る
対
象
区
域
及
び
対
象
区
域
等
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

指
定
講
習
機
関
の
変
更
の
届
出
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
教
育
の
認 

 
 

 

 
 

定
の
変
更
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

 
 

公 
 

告 

○ 

行
政
書
士
法
に
基
づ
く
処
分 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
七 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
（
二
件
） 

 
 

 
 

 

七 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
（
四
件
） 

 
 

 
 

 

八 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
〇 

○ 

都
市
計
画
区
域
区
分
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
〇 

○ 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

○ 

都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

○ 

都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一 

○ 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
一 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
（
四
件
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
一 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
規
模
な
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
千
葉
県
に
対
す
る
寄
附
金
（
知
事
と
協
定
を
締
結
し
た
者
が
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
提
供
す
る
役
務
を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
納
付
さ
せ
る
指
定

代
理
納
付
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

名 
 

称 

住 
 

所 

納
付
さ
せ
る
期
間 

ち
ば
ぎ
ん
ジ
ェ
ー
シ
ー
ビ
ー

カ
ー
ド
株
式
会
社 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目

一
〇
番
地
二 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

ち
ば
ぎ
ん
デ
ィ
ー
シ
ー
カ
ー

ド
株
式
会
社 

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目

一
〇
番
地
二 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
一
号 

 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二

十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地 

指
定
に
係
る
事

業
所
の
名
称 

事
業
所
の
所

在
地 

サ
ー
ビ
ス
の

種
類 

指
定
年
月
日 

社
会
医
療
法
人

社
団
千
葉
県
勤

労
者
医
療
協
会 

千
葉
市
花
見

川
区
幕
張
町

四
の
五
二
四

の
二 

ケ
ア
プ
ラ
ン
い

ち
か
わ 

市
川
市
大
洲

四
の
一
〇
の

二
一 

居
宅
介
護
支

援 

令
和
二
年
二

月
一
日 

森
山
貴 

松
戸
市
新
松

戸
三
の
四
一 

森
山
デ
ン
タ
ル

オ
フ
ィ
ス 

松
戸
市
新
松

戸
三
の
四
一 

居
宅
療
養
管

理
指
導 

〃 

 
 

 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

2

年

3 

月

31

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 
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森
山
貴 

松
戸
市
新
松

戸
三
の
四
一 

森
山
デ
ン
タ
ル

オ
フ
ィ
ス 

松
戸
市
新
松

戸
三
の
四
一 

介
護
予
防
居

宅
療
養
管
理

指
導 

〃 

  

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
二
号 

 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四

条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
の
廃

止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

事
業
者
の
名
称 

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地 

指
定
に
係
る
事

業
所
の
名
称 

事
業
所
の
所

在
地 

サ
ー
ビ
ス
の

種
類 

廃
止
年
月
日 

田
辺
薬
局
株
式

会
社 

東
京
都
中
央

区
築
地
四
の

三
の
八 

田
辺
薬
局
新
松

戸
西
店 

松
戸
市
新
松

戸
六
の
三
九 

居
宅
療
養
管

理
指
導 

令
和
元
年
十

二
月
三
十
一

日 

田
辺
薬
局
株
式

会
社 

東
京
都
中
央

区
築
地
四
の

三
の
八 

田
辺
薬
局
新
松

戸
西
店 

松
戸
市
新
松

戸
六
の
三
九 

介
護
予
防
居

宅
療
養
管
理

指
導 

 
 

〃 

有

限

会

社

エ

フ
・
エ
ス 

東
京
都
江
戸

川
区
西
葛
西

七
の
二
〇
の

二 

あ
け
ぼ
の
薬
局

新
浦
安
店 

浦
安
市
美
浜

一
の
九
の
二 

居
宅
療
養
管

理
指
導 

令
和
二
年
二

月
二
十
九
日 

有

限

会

社

エ

フ
・
エ
ス 

東
京
都
江
戸

川
区
西
葛
西

七
の
二
〇
の

二 

あ
け
ぼ
の
薬
局

新
浦
安
店 

浦
安
市
美
浜

一
の
九
の
二 

介
護
予
防
居

宅
療
養
管
理

指
導 

 
 

〃 

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社 

東
京
都
渋
谷

区
本
町
一
の

四
の
一
四 

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
成
田 

成

田

市

不

動
ヶ
岡
二
、

一
一
八
の
三

二 

訪
問
介
護 

令
和
二
年
三

月
三
十
一
日 

  

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
三
号 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
十
七

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

指
定
番
号 

指 

定 

す 

る 

区 

域 

埋
立
地
の
区
分 

一
―
九 

南
房
総
市
和
田
町
中
三
原
字
山
田
九
六
一
番
二
の
一

部
、
九
六
四
番
二
の
一
部
、
九
六
七
番
七
の
一
部
、

一
、
〇
〇
四
番
二
の
一
部
、
一
、
〇
〇
五
番
一
の
一

部
、
一
、
〇
〇
六
番
の
一
部
、
一
、
〇
〇
七
番
の
一

部
、
一
、
〇
二
二
番
一
の
一
部
及
び
一
、
〇
二
二
番

二
の
一
部 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省

令
第
三
十
五
号
）
第
十
二

条
の
三
十
一
第
二
号
に
掲

げ
る
埋
立
地 

  

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
四
号 

 

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
農
業
振
興
地
域
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

旭
地
域 

変
更
前
の
区
域 

変
更
後
の
区
域 

平
成
二
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

（
農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
変
更
）
変
更
後
の

区
域
の
欄
に
掲
げ
る
区
域 

上
欄
に
掲
げ
る
区
域
か
ら
次
の
図
の
斜
線
部
分

の
区
域
を
除
い
た
区
域
（
「
次
の
図
」
は
省
略

し
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
千
葉
県
農
林
水
産
部

農
地
・
農
村
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
） 

  

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
五
号 

 
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
農
業
振
興
地
域
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

袖
ケ
浦
地
域 

変
更
前
の
区
域 

変
更
後
の
区
域 

平
成
十
九
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

（
農
業
振
興
地
域
の
区
域
の
変
更
）
変
更
後
の 

上
欄
に
掲
げ
る
区
域
か
ら
次
の
図
の
斜
線
部
分

の
区
域
を
除
い
た
区
域
（
「
次
の
図
」
は
省
略 
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区
域
の
欄
に
掲
げ
る
区
域 

し
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
千
葉
県
農
林
水
産
部

農
地
・
農
村
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
） 

  

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
六
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
成
田
北
部

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
三
月
二
十
三
日
付
け
で
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
七
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
柏
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
二
年
三

月
三
十
一
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

豊
四
季
停
車
場
高
田
原
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 
 

間 

変
更
の
前
後
別 

敷

地

の

幅

員 
延 

 
 
 
 
 
 

長 

流
山
市
駒
木
字 

前 

一
〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル
か
ら 

五
〇
八
・
三
八
メ
ー
ト
ル 

駒
木
橋
上
一
四 

 

一
二
・
九
一
メ
ー
ト
ル
ま
で 

 

四
番
一
九
地
先 

後 

一
三
・
五
五
メ
ー
ト
ル
か
ら 

五
〇
八
・
三
八
メ
ー
ト
ル 

か
ら
お
お
た
か 

 

三
九
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で 

 

の
森
東
三
丁
目 

 
 

 

二
七
番
七
地
先 

 
 

 

ま
で 

 
 

 
  

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
八
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
山
武
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
二
年

三
月
三
十
一
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路
線
名 

松
尾
蓮
沼
線 

三 

変
更
の
区
間
並
び
に
敷
地
の
幅
員
及
び
そ
の
延
長 

区 
 

 

間 

変
更
の

前
後
別 

敷

地

の

幅

員 

延

長 

摘 

要 

山
武
市
松
尾
町 

前
Ａ 

四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

六
、
七
八
四
・
〇
〇 

 

Ａ
及
び 

大
堤
字
旭
松
三 

＋ 

一
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で 

メ
ー
ト
ル 

Ｂ
は
、
関 

〇
六
番
一
地
先 

 

Ｂ 

六
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

一
〇
、
〇
二
二
・
〇 

係
図
面
に 

か
ら
蓮
沼
ニ
字 

 

五
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で 

〇
メ
ー
ト
ル 

表
示
す
る 

塩
押
四
、
六
六 

 
 

 

敷
地
の
区 

〇
番
一
地
先
ま 

 
 

 

分

を

い 

で 
 

 
 

う
。 

山
武
市
松
尾
町 

後
Ｂ 

一
一
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら 

七
、
〇
九
三
・
〇
〇 

 

Ｂ
（
変 

猿
尾
字
稲
岡
四 

 

五
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で 

メ
ー
ト
ル 

更
前
に
限 

九
一
番
一
地
先 

 
 

 

る
。
）
の 

か
ら
蓮
沼
ロ
字 

 
 

 

う
ち
一
、 

魚
屋
脇
二
、
七 

 
 

 

六
二
八
・ 

六
四
番
二
地
先 

 
 

 

〇
〇
メ
ー 

ま
で 

 
 

 

ト
ル
は
一 

 
 

 
 

般
国
道
百 

 
 

 
 

二
十
六
号 

 
 

 
 

と
、
一
、 

 
 

 
 

三
〇
一
・ 

 
 

 
 

〇
〇
メ
ー 

 
 

 
 

ト
ル
は
県 

 
 

 
 

道
飯
岡
一 

 
 

 
 

宮
線
と
重 

 
 

 
 

 

用

と

な 

 
 

 
 

 

る
。 

  

千
葉
県
告
示
第
百
七
十
九
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
三
月
三

十
一
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
柏
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
二
年
三

月
三
十
一
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 第１３５１７号 令和 2 年 3 月 31 日（火曜日） 
 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 
県
道
豊
四
季
停
車
場
高
田

原
線 

流
山
市
駒
木
字
駒
木
橋
上
一
四
四
番
一
九
地
先
か
ら
お
お
た
か
の

森
東
三
丁
目
二
七
番
七
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
八
十
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
三
月
三

十
一
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
印
旛
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
二
年

三
月
三
十
一
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
千
葉
竜
ケ
崎
線 

印
西
市
大
森
字
呑
内
二
、
二
二
八
番
一
地
先
か
ら
竹
袋
字
天
神
台

六
一
八
番
一
九
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
八
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
三
月
三

十
一
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
香
取
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
二
年

三
月
三
十
一
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
成
田
小
見
川
鹿
島
港

線 

香
取
市
高
萩
字
二
ノ
割
五
〇
三
番
一
地
先
か
ら
字
一
ノ
割
四
九
四

番
五
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
八
十
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
三
月
三

十
一
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
香
取
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
二
年

三
月
三
十
一
日
か
ら
三
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

 

路 
 

 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
江
戸
崎
神
崎
線 

香
取
郡
神
崎
町
神
崎
神
宿
字
榎
本
二
八
〇
番
一
地
先
か
ら
二
九
二

番
一
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
百
八
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用
を

制
限
す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
、
安
房
土
木
事
務
所
及
び
君
津
土
木
事
務
所
に

お
い
て
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二
週
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名
並
び
に
占
用
を
制
限
す
る
区
域 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

県
道
千
葉
鴨
川
線 

君
津
市
香
木
原
（
旧
鴨
川
有
料
道
路
と
の
接
点
）
か
ら
鴨
川
市
打

墨
（
旧
鴨
川
有
料
道
路
と
の
接
点
）
ま
で 

県
道
君
津
鴨
川
線 

君
津
市
東
粟
倉
（
東
粟
倉
交
差
点
）
か
ら
君
津
市
笹
（
片
倉
交
差

点
）
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の

更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用

地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大

を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 

 
千
葉
県
告
示
第
百
八
十
四
号 

 

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
通

行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
併
せ
て
、

同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一

メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 



  

五 

令和 2 年 3 月 31 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１３５１７号 

一 

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間 

路 
 

線 
 

名 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

間 
一
般
国
道
百
二
十
八
号 

茂
原
市
高
田
字
屋
芝
七
六
八
番
二
地
先
か
ら
東
金
市
台
方
字
下

浦
沼
一
、
二
二
九
番
一
地
先
ま
で 

一
般
国
道
四
百
六
十
四
号 

 

鎌
ケ
谷
市
初
富
字
林
跡
九
二
八
番
二
五
地
先
か
ら
成
田
市
押
畑

字
浅
間
下
一
、
一
七
四
番
二
地
先
ま
で 

二 

指
定
す
る
期
日 
令
和
二
年
四
月
一
日 

三 

通
行
方
法 

 
 

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次
の

通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

１ 

走
行
位
置
の
指
定 

 

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施
設
等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障
害
物
に
接 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

触
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。 

 

２ 

後
方
警
戒
措
置 

 
 

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

る
た
め
、
横
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
縦
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
と
。 

 

３ 

道
路
情
報
の
収
集 

 

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

あ
ら
か
じ
め
道
路
情
報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
走
行
す
る
こ
と
。 

 

千
葉
県
告
示
第
百
八
十
五
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
袖
ケ
浦
都
市
計
画
区
域
区
分
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

袖
ケ
浦
都
市
計
画
区
域
区
分 

二 

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域 

 
 

袖
ケ
浦
市
坂
戸
市
場
字
坂
戸
山
、
字
上
宮
ノ
下
、
字
中
宮
ノ
下
、
字
下
宮
ノ
下
、
字
上
川
端
及
び
字

下
川
端
並
び
に
神
納
字
三
俣
新
田
、
字
柳
原
、
字
西
出
津
、
字
下
柳
原
、
字
田
島
及
び
字
中
川
原
東
の

各
一
部
の
区
域 

 

千
葉
県
告
示
第
百
八
十
六
号 

 

千
葉
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
条
例
第
十
四
号
）
第
十
四
条
の
十
二
の
規
定
に
よ

り
、
都
市
公
園
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

名
称 

 
 

千
葉
県
立
八
千
代
広
域
公
園 

二 

位
置 

 
 

八
千
代
市
村
上
字
持
田
、
字
菊
花
、
字
寺
内
及
び
字
浅
間
下
の
各
地
内 

三 

変
更
に
係
る
区
域 

 
 

別
紙
図
面
の
と
お
り 

四 

供
用
開
始
の
期
日 

 
 

令
和
二
年
四
月
一
日 

 

「
別
紙
図
面
」
は
省
略
し
、
変
更
に
係
る
関
係
図
書
は
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地

課
及
び
千
葉
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

千
葉
県
告
示
第
百
八
十
七
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
総
合
的
見

地
か
ら
し
た
設
計
に
よ
っ
て
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
内
に
建
築
さ
れ
る
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
が

安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
こ
と
を
認
定
し
た
。 

 

そ
の
認
定
に
係
る
建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
第
六
項
の
計
画
に
関
す
る
対
象
区
域
及
び
対
象
区
域
等
を

縦
覧
に
供
す
る
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

対
象
区
域 

 
 

旭
市
イ
字
鍋
田
一
、
一
七
四
番
三
、
一
、
一
七
五
番
三
、
一
、
一
七
六
番
三
、
一
、
一
七
七
番
二
、

一
、
一
七
七
番
四
、
一
、
一
七
八
番
、
一
、
一
七
九
番
、
一
、
一
八
〇
番
四
、
一
、
一
八
一
番
三
及
び

一
、
一
八
四
番
三
、
字
瀬
道
一
、
三
一
〇
番
六
、
一
、
三
一
一
番
一
、
一
、
三
一
一
番
二
、
一
、
三
一

二
番
か
ら
一
、
三
一
六
番
ま
で
、
一
、
三
二
〇
番
か
ら
一
、
三
三
一
番
ま
で
、
一
、
三
三
二
番
一
か
ら

一
、
三
三
二
番
四
ま
で
、
一
、
三
三
三
番
か
ら
一
、
三
四
〇
番
ま
で
、
一
、
三
四
一
番
四
か
ら
一
、
三

四
一
番
六
ま
で
及
び
一
、
三
四
一
番
七
の
一
部
、
字
京
六
沼
一
、
三
四
二
番
、
一
、
三
四
三
番
一
か
ら

一
、
三
四
三
番
五
ま
で
、
一
、
三
四
四
番
、
一
、
三
四
五
番
、
一
、
三
四
六
番
一
か
ら
一
、
三
四
六
番

三
ま
で
、
一
、
三
四
七
番
、
一
、
三
四
七
番
二
、
一
、
三
四
八
番
か
ら
一
、
三
五
一
番
ま
で
、
一
、
三

五
一
番
二
、
一
、
三
五
二
番
、
一
、
三
五
二
番
二
、
一
、
三
五
三
番
か
ら
一
、
三
六
二
番
ま
で
、
一
、

三
六
二
番
二
、
一
、
三
六
三
番
か
ら
一
、
三
六
五
番
ま
で
、
一
、
三
七
五
番
か
ら
一
、
三
八
三
番
ま 
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で
、
一
、
三
八
三
番
二
、
一
、
三
八
四
番
か
ら
一
、
三
八
七
番
ま
で
、
一
、
三
八
八
番
一
か
ら
一
、
三

八
八
番
四
ま
で
、
一
、
三
八
九
番
、
一
、
三
八
九
番
二
、
一
、
三
九
〇
番
一
、
一
、
三
九
八
番
一
の
一

部
、
一
、
三
九
八
番
二
の
一
部
、
一
、
三
九
九
番
、
一
、
三
九
九
番
二
、
一
、
四
〇
四
番
及
び
一
、
四

〇
五
番
並
び
に
字
野
中
田
一
、
四
二
〇
番
一
、
一
、
四
二
〇
番
二
、
一
、
四
二
〇
番
四
か
ら
一
、
四
二

〇
番
八
ま
で
、
一
、
四
二
〇
番
一
三
、
一
、
四
二
〇
番
一
四
、
一
、
四
二
二
番
、
一
、
四
二
三
番
、

一
、
四
二
三
番
二
、
一
、
四
二
四
番
、
一
、
四
二
八
番
、
一
、
四
二
八
番
二
、
一
、
四
二
九
番
一
、

一
、
四
二
九
番
三
か
ら
一
、
四
二
九
番
五
ま
で
、
一
、
四
二
九
番
七
、
一
、
四
三
〇
番
一
、
一
、
四
三

〇
番
二
、
一
、
四
三
〇
番
四
、
一
、
四
三
一
番
、
一
、
四
三
二
番
一
、
一
、
四
三
三
番
一
、
一
、
四
三

四
番
一
、
一
、
四
三
四
番
三
か
ら
一
、
四
三
四
番
七
ま
で
、
一
、
四
三
五
番
一
、
一
、
四
三
五
番
二
、

一
、
四
三
六
番
か
ら
一
、
四
三
九
番
ま
で
、
一
、
四
四
〇
番
一
、
一
、
四
四
〇
番
二
、
一
、
四
四
〇
番

三
か
ら
一
、
四
四
〇
番
五
ま
で
の
各
一
部
、
一
、
四
四
一
番
一
、
一
、
四
四
一
番
二
、
一
、
四
四
二
番

一
、
一
、
四
四
三
番
一
、
一
、
四
四
三
番
三
、
一
、
四
四
四
番
一
、
一
、
四
四
四
番
三
、
一
、
四
四
五

番
、
一
、
四
四
六
番
、
一
、
四
四
七
番
一
か
ら
一
、
四
四
七
番
三
ま
で
、
一
、
四
四
八
番
一
か
ら
一
、

四
四
八
番
三
ま
で
、
一
、
四
四
八
番
四
の
一
部
、
一
、
四
四
八
番
五
、
一
、
四
四
八
番
六
、
一
、
四
四

九
番
一
か
ら
一
、
四
四
九
番
四
ま
で
、
一
、
四
五
〇
番
、
一
、
四
五
一
番
一
、
一
、
四
五
一
番
二
、

一
、
四
五
二
番
一
か
ら
一
、
四
五
二
番
三
ま
で
、
一
、
四
五
三
番
か
ら
一
、
四
五
五
番
ま
で
、
一
、
四

五
六
番
一
か
ら
一
、
四
五
六
番
三
ま
で
、
一
、
四
五
七
番
一
か
ら
一
、
四
五
七
番
三
ま
で
、
一
、
四
五

八
番
一
か
ら
一
、
四
五
八
番
四
ま
で
、
一
、
四
五
八
番
五
の
一
部
、
一
、
四
五
八
番
六
及
び
一
、
四
五

九
番
か
ら
一
、
四
六
二
番
ま
で
並
び
に
ロ
字
上
沼
四
番
一
、
五
番
三
、
七
番
二
、
九
番
一
、
九
番
二
、

一
〇
番
か
ら
一
三
番
ま
で
、
一
四
番
一
、
一
九
番
一
、
一
九
番
二
、
二
〇
番
、
二
〇
番
二
、
二
一
番
及

び
二
二
番 

二 

対
象
区
域
等
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所 

 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
建
築
指
導
課 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

                
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

        

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

４
号

 

 
道

路
交

通
法

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

０
５

号
）

第
１

０
８

条
の

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

指
定

講
習

機
関

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
変

更
届

が
あ

っ
た

。
 

 
 

令
和

２
年

３
月

３
１

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

岩
 

沼
 

 
静

 
枝

 
 

 

特
定

講
習

の
種

別
 

指
定

講
習

機
関

の

名
称

 

変
更

に
係

る
事

項
 

変
更

年
月

日
 

準
中

型
免

許
及

び
普

通

免
許

に
係

る
初

心
運

転

者
講
習
 

船
橋

第
一

自
動

車

教
習

所
 

代
表

者
の

氏
名

 

変
更
前

 
石
井

 
伸
幸

 
令

和
元

年
９

月
２
６
日

 
変
更
後

 
澤
田

 
宏
 

 

千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

５
号

 

 
道

路
交

通
法

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

０
５

号
）

第
１

０
８

条
の

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

指
定

講
習

機
関

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
変

更
届

が
あ

っ
た

。
 

 
 

令
和

２
年

３
月

３
１

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

岩
 

沼
 

 
静

 
枝

 
 

運
転

免
許

取
得

者
教

育

の
課

程
の

区
分

 

運
転

免
許

取
得

者

教
育

に
使

用
す

る

施
設

の
名

称
 

変
更

に
係

る
事

項
 

変
更

年
月

日
 

 

準
中

型
免

許
及

び
普

通

免
許

に
係

る
初

心
運

転

者
講

習
 

木
更

津
自

動
車

学

校
 

代
表

者
の

氏
名
 

変
更

前
 

金
綱
 

一
衛
 

令
和

元
年

１

０
月

２
６

日
 

変
更

後
 

田
丸
 

幸
男
 

 千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

６
号

 

 
道

路
交

通
法

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

０
５

号
）

第
１

０
８

条
の

３
２

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
運

転
免

許
取

得
者

教
育

の
認

定
に

つ
い

て
次

の
と

お
り

変
更

届
が

あ
っ

た
。

 

 
 

令
和

２
年

３
月

３
１

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

岩
 

沼
 

 
静

 
枝

 
 

運
転

免
許

取
得

者
教

育

の
課

程
の

区
分

 

運
転

免
許

取
得

者

教
育

に
使

用
す

る

施
設

の
名

称
 

変
更

に
係

る
事

項
 

変
更

年
月

日
 

運
転

免
許

取
得

者
教

育

の
認

定
に

関
す

る
規

則

（
平

成
１

２
年

国
家

公

安
委

員
会

規
則

第
４

号
）

第
１

条
第

１
号

、

第
３

号
、

第
６

号
及

び

第
８

号
に

掲
げ

る
課

程
 

船
橋

第
一

自
動

車

教
習

所
 

代
表

者
の

氏
名

 

変
更

前
 

石
井
 

伸
幸
 

令
和

元
年

９

月
２

６
日
 

変
更

後
 

澤
田
 

宏
 

 千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

７
号

 

 
道

路
交

通
法

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

０
５

号
）

第
１

０
８

条
の

３
２

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
運

転
免

許
取

得
者

教
育

の
認

定
に

つ
い

て
次

の
と

お
り

変
更

届
が

あ
っ

た
。

 

 
 

令
和

２
年

３
月

３
１

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

岩
 

沼
 

 
静

 
枝

 
 

 

運
転

免
許

取
得

者
教

育
 

運
転

免
許

取
得

者
 

変
更

に
係

る
事

項
 

変
更

年
月

日
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公

告 

 
 

 

行
政
書
士
法
に
基
づ
く
処
分 

 

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
処
分
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

行
政
書
士
法
第
十
条
及
び
行
政
書
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
総
理
府
令
第
五
号
）
第
六
条
第
一
項

違
反 

一 

住
所 

松
戸
市
平
賀
一
〇
七
番
地
の
五
〇 

二 

氏
名 

紺
野
忠
男 

三 

登
録
番
号 

第
八
二
一
〇
〇
八
〇
八
号 

四 

登
録
年
月
日 

昭
和
五
十
七
年
九
月
二
〇
日 

五 

処
分
の
内
容 

戒
告 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ア
ク
ロ
ス
プ
ラ
ザ
柏
大
山
台 

 
 

 

柏
市
大
山
台
一
丁
目
三
六
番
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

藤
田
勝
幸
ほ
か 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
一
八
番
二
号
ほ
か 

 
 

ロ 

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

株
式
会
社
つ
ち
や 

代
表
取
締
役 

土
屋
將
行
ほ
か 

 
 

 
 

長
野
県
長
野
市
南
長
池
一
八
八
番
地
一
ほ
か 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

一
、
九
五
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

５ 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

八
五
台 

 

６ 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

五
六
台 

 

７ 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

 
 

 

八
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

８ 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

 
 

 

一
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

９ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

開
店
時
刻
は
午
前
九
時
、
閉
店
時
刻
は
午
前
零
時
（
株
式
会
社
つ
ち
や
に
つ
い
て
は
、
午
後
九

時
） 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

 
 

 

七
か
所 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出 

 
 

 
 

の
課

程
の

区
分

 
教

育
に

使
用

す
る

施
設

の
名

称
 

 
 

運
転

免
許

取
得

者
教

育

の
認

定
に

関
す

る
規

則

（
平

成
１

２
年

国
家

公

安
委

員
会

規
則

第
４

号
）

第
１

条
第

１
号

及

び
第

４
号

に
掲

げ
る

課

程
 

木
更

津
自

動
車

学

校
 

代
表

者
の

氏
名

 

変
更

前
 

金
綱

 
一

衛
 

令
和

元
年

１

０
月

２
６

日
 

変
更

後
 

田
丸

 
幸

男
 

 

 

10 
 

 

11 
 

 
12 
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

流
山
お
お
た
か
の
森
Ｓ
・
Ｃ
Ａ
３
街
区 

 
 

 

流
山
市
お
お
た
か
の
森
南
一
丁
目
二
番
三
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

東
神
開
発
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

倉
本
真
祐 

 
 

 
 

東
京
都
世
田
谷
区
玉
川
三
丁
目
一
七
番
一
号 

 
 

ロ 

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

未
定 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
二
年
十
一
月
三
日 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

四
、
三
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

５ 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

一
三
九
台 

 

６ 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

七
九
台 

 

７ 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

 
 

 

七
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

８ 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

 
 

 

七
〇
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

９ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

開
店
時
刻
は
午
前
十
時
（
年
間
六
十
日
に
限
り
午
前
六
時
十
五
分
）
、
閉
店
時
刻
は
午
後
九
時
四

十
五
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
九
時
三
十
分
（
年
間
六
十
日
に
限
り
午
前
六
時
）
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

 
 

 

五
か
所 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
三
月
二
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
流
山
市
経
済
振
興
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
届
出
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ニ
ト
リ
野
田
店 

 
 

 

野
田
市
泉
三
丁
目
一
番
二
六
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ニ
ト
リ 

代
表
取
締
役 

白
井
俊
之 

 
 

 

北
海
道
札
幌
市
北
区
新
琴
似
七
条
一
丁
目
二
番
三
九
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

（
仮
称
）
ニ
ト
リ
野
田
店 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

 
 

 

ニ
ト
リ
野
田
店 

 

５ 
変
更
年
月
日 

 
 

 
令
和
二
年
二
月
十
四
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
二
月
二
十
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
野
田
市
自
然
経
済
推
進
部
商
工
観
光
課 

 

 

10 
 

 

11 
 

 

12 
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
届
出
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
柏
店 

 
 

 

柏
市
大
山
台
一
丁
目
二
二
番
地
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
あ
や
ね 

代
表
取
締
役 

三
ノ
宮
廣
ほ
か 

 
 

 

成
田
市
西
三
里
塚
二
四
五
番
地
一
二
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
あ
や
ね 

代
表
取
締
役 

三
ノ
宮
廣 

 
 

 

山
武
郡
芝
山
町
菱
田
一
、
二
〇
六
番
地 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
あ
や
ね 

代
表
取
締
役 

三
ノ
宮
廣
ほ
か 

 
 

 

成
田
市
西
三
里
塚
二
四
五
番
地
一
二
ほ
か 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機 

代
表
取
締
役 

山
田
昇 

 
 

 

群
馬
県
前
橋
市
日
吉
町
四
丁
目
四
〇
番
地
の
一
一 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機 

代
表
取
締
役 

三
嶋
恒
夫 

 
 

 

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

平
成
十
八
年
六
月
十
六
日
及
び
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

平
成
二
十
年
七
月
一
日
及
び
平
成
三
十
年
六
月
二
十
八
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
届
出
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
柏
松
ヶ
崎
店 

 
 

 

柏
市
大
山
台
一
丁
目
三
六
番
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
あ
や
ね 

代
表
取
締
役 

三
ノ
宮
廣 

 
 

 

成
田
市
西
三
里
塚
二
四
五
番
地
一
二 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所 

 
 

 

山
武
郡
芝
山
町
菱
田
一
、
二
〇
六
番
地 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所 

 
 

 

成
田
市
西
三
里
塚
二
四
五
番
地
一
二 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
十
八
年
六
月
十
六
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課 

  
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
千

葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（一） 

 

（二） 



 
 

 

一
〇 

千 葉 県 報 第１３５１７号 令和 2 年 3 月 31 日（火曜日） 
 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 
一 
届
出
の
概
要 

 

１ 
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
柏
店 

 
 

 

柏
市
大
山
台
一
丁
目
二
二
番
地
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
あ
や
ね 

代
表
取
締
役 

三
ノ
宮
廣
ほ
か 

 
 

 

成
田
市
西
三
里
塚
二
四
五
番
地
一
二
ほ
か 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

五
、
二
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

五
、
七
八
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

５ 

変
更
前
の
駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

三
七
五
台 

 

６ 

変
更
後
の
駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

四
〇
三
台 

 

７ 

変
更
前
の
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

二
三
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

８ 

変
更
後
の
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

二
六
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

９ 

変
更
前
の
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

一
〇
八
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

変
更
後
の
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

一
一
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻
を
変
更
す
る
小
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

 

フ
ァ
ー
ム
ド
ゥ
株
式
会
社 

 
 

 

変
更
前
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

な
し 

 
 

 

変
更
後
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

開
店
時
刻
は
午
前
九
時
、
閉
店
時
刻
は
午
後
八
時 

 
 

 

変
更
前
の
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 

変
更
後
の
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で 

 
 

 

変
更
前
の
駐
車
場
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

三
か
所 

 
 

 

変
更
後
の
駐
車
場
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

四
か
所 

 
 

 

変
更
前
の
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 

 
 

 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で 

 
 

 

変
更
後
の
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

 
 

 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規
模

小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
柏
松
ヶ
崎
店 

 
 

柏
市
大
山
台
一
丁
目
三
六
番
ほ
か 

二 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

二
、
七
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

三 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

四 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
一
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
っ
た
日 

 
 

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
七
日 

五 
届
出
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 

  
 

 

都
市
計
画
区
域
区
分
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
二
年
千
葉
県
告
示
第
百
八
十
五
号
（
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
）
に
係
る
袖
ケ
浦
都
市
計
画
区

域
区
分
の
関
係
図
書
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

10 
 

 

11 
 

 

12 
 

 

13 
 

 

14 
 

 

15 
 

 

16 
 

 

17 
 

 

18 
 

 

19 
 

 

20 
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令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 
都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
旭
市
の
変
更
に
係
る
旭
都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
袖
ケ
浦
市
の
変
更
に
係
る
袖
ケ
浦
都
市
計
画
用
途
地
域
の
関
係
図
書
の
送
付

が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
袖
ケ
浦
市
の
変
更
に
係
る
袖
ケ
浦
都
市
計
画
高
度
地
区
の
関
係
図
書
の
送
付

が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 
治 

 
 

  
 

 

都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
袖
ケ
浦
市
の
変
更
に
係
る
袖
ケ
浦
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の

関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計

画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
地
区
計
画
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
袖
ケ
浦
市
の
決
定
に
係
る
袖
ケ
浦
都
市
計
画
地
区
計
画
坂
戸
市
場
地
区
地
区

計
画
の
関
係
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

  
 

 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
袖
ケ
浦
市
の
変
更
に
係
る
袖
ケ
浦
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の

送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

鈴 

木 
 

栄 

治 
 

 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
。 

 
 

 
 

              
 

 
 

     
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

２
年

３
月

３
１

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

鈴
 

木
 

 
栄

 
治

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

ラ
ス

ト
マ

イ
ル

カ
メ

ラ
シ

ス
テ

ム
賃

貸
借

 
一

式
 

②
千

葉
県

警
察

本
部

総
務

部
会

計
課

 
千

葉
市

中
央

区
長

洲
一

丁
目

９
番

１
号

 
③

令
和

元
年

１
０

月
１

０
日

 
④

セ
コ

ム
株

式
会

社
 

東
京

都
渋

谷
区

神
宮

前
一

丁
目

５
番

１
号

 
⑤

２
０

３
，

３
８

０
，

８
９

２
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

元
年

８
月

３
０

日
 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

２
年

３
月

３
１

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

鈴
 

木
 

 
栄

 
治

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 



 
 

 

一
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①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

そ
の

１
 

 
①

電
子

地
図

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
平

成
２

６
年

４
月

１
日

 
④

株
式

会
社

ゼ
ン

リ
ン

千
葉

営
業

所
 

千
葉

市
中

央
区

南
町

二
丁

目
１

８
番

６
号

 
⑤

６
６

，
６

０
１

，
４

４
０

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
（

平
成

７
年

政
令

第
３

７
２

号
）

第
１

１
条

第
１

項
第

１
号

 

そ
の

２
 

 
①

電
子

地
図

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
平

成
２

７
年

４
月

１
日

 
④

株
式

会
社

ゼ
ン

リ
ン

千
葉

営
業

所
 

千
葉

市
中

央
区

南
町

二
丁

目
１

８
番

６
号

 
⑤

６
６

，
６

０
１

，
４

４
０

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
 

そ
の

３
 

 
①

電
子

地
図

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
平

成
２

８
年

４
月

１
日

 
④

株
式

会
社

ゼ
ン

リ
ン

千
葉

営
業

所
 

千
葉

市
中

央
区

南
町

二
丁

目
１

８
番

６
号

 
⑤

６
６

，
６

０
１

，
４

４
０

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
 

そ
の

４
 

 
①

電
子

地
図

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
平

成
２

９
年

４
月

１
日

 
④

株
式

会
社

ゼ
ン

リ
ン

千
葉

営
業

所
 

千
葉

市
中

央
区

南
町

二
丁

目
１

８
番

６
号

 
⑤

６
６

，
６

０
１

，
４

４
０

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
 

そ
の

５
 

 
①

電
子

地
図

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
平

成
３

０
年

４
月

１
日

 
④

株
式

会
社

ゼ
ン

リ
ン

千
葉

営
業

所
 

千
葉

市
中

央
区

南
町

二
丁

目
１

８
番

６
号

 
⑤

６
６

，
６

０
１

，
４

４
０

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
 

そ
の

６
 

 
①

電
子

地
図

情
報

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
平

成
３

１
年

４
月

１
日

 
④

株
式

会
社

ゼ
ン

リ
ン

千
葉

営
業

所
 

千
葉

市
中

央
区

南
町

二
丁

目
１

８
番

６
号

 
⑤

６
６

，
６

０
１

，
４

４
０

円
 

⑥
随

意
契

約
 

⑧
地

方
公

共
団

体
の

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

調
達

手
続

の
特

例
を

定
め

る
政

令
第

１
１

条
第

１
項

第
１

号
 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

２
年

３
月

３
１

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

企
業

局
長

 
 

玉
 

田
 

 
浩

 
一

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

そ
の

１
 

 
①

佐
倉

浄
水

場
発

生
土

処
分

業
務

委
託

 
予

定
数

量
 

３
，

１
５

０
ト

ン
 

②
千

葉
県

企
業

局
管

理
部

経
理

課
 

千
葉

市
花

見
川

区
幕

張
町

五
丁

目
４

１
７

番
地

２
４

 
③

令
和

２
年

１
月

２
２

日
 

④
太

平
洋

セ
メ

ン
ト

株
式

会
社

 
東

京
都

港
区

台
場

二
丁

目
３

番
５

号
 

⑤
１

ト
ン

当
た

り
１

２
，

６
５

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

元
年

１
２

月
６

日
 

そ
の

２
 

 
①

人
見

浄
水

場
発

生
土

処
分

業
務

委
託

 
予

定
数

量
 

２
，

４
０

０
ト

ン
 

②
千

葉
県

企
業

局
管

理
部

経
理

課
 

千
葉

市
花

見
川

区
幕

張
町

五
丁

目
４

１
７

番
地

２
４

 
③

令
和

２
年

１
月

２
２

日
 

④
日

本
メ

サ
ラ

イ
ト

工
業

株
式

会
社

 
船

橋
市

西
浦

三
丁

目
９

番
２

号
 

⑤
１

ト
ン

当
た

り
１

３
，

２
０

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

元
年

１
２

月
６

日
 

そ
の

３
 

 
①

水
道

料
金

シ
ス

テ
ム

用
圧

着
は

が
き

等
の

印
刷

 
一

式
 

②
千

葉
県

企
業

局
管

理
部

経
理

課
 

千
葉

市
花

見
川

区
幕

張
町

五
丁

目
４

１
７

番
地

２
４

 
③

令
和

２
年

２
月

７
日

 
④

東
洋

印
刷

株
式

会
社

 
千

葉
市

花
見

川
区

幕
張

本
郷

七
丁

目
５

番
３

３
号

 
⑤

１
０

９
，

１
７

０
，

９
３

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

元
年

１
２

月
２

０
日

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

令
和

２
年

３
月

３
１

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

企
業

局
長

 
 

玉
 

田
 

 
浩

 
一

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

ち
ば

野
菊

の
里

浄
水

場
（

第
２

期
）

活
性

炭
吸

着
池

機
械

設
備

工
事

 
②

千
葉

県
企

業
局

管
理

部
経

理
課

 
千

葉
市

花
見

川
区

幕
張

町
五

丁
目

４
１

７
番

地
２

４
 

③
令

和
２

年
２

月
２

７
日

 
④

水
ｉ

ｎ
ｇ

 

 



  

一
三 

令和 2 年 3 月 31 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１３５１７号 
 

 
 

 

                                   

                                    

エ
ン

ジ
ニ

ア
リ

ン
グ

株
式

会
社

首
都

圏
支

店
 

東
京

都
港

区
港

南
一

丁
目

７
番

１
８

号
 

⑤
２

，
５

５

３
，

９
８

０
，

０
０

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

２
年

１
月

７
日

 

 



 
 

 

一
四 

千 葉 県 報 第１３５１７号 令和 2 年 3 月 31 日（火曜日） 
                                    

                                    

 
 

 

購
読
料 

月
ぎ
め 

一
部
一
箇
月
一
、
四
〇
〇
円
（
送
料
を
含
む
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

四
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

定
期
購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
（
二
二
三
）
二
一
五
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
部
売
り
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
（
二
二
三
）
二
六
五
八 


